
湖南市下水道ストックマネジメント基本計画の概要について

◆計画の策定について

　一方で、耐用年数を迎える施設が今後急激に増加していく状況に対し、いかに下水

道の機能を持続していくかが、かねてより大きな課題となっていました。

た。そして、平成16年の２町合併を経て、平成20年度に『湖南市公共下水道』として

　また、本市下水道の管路延長は、昭和63年度から大幅に増加し、平成10年度の23km

をピークに、平成21年度までは年平均10kmを越える整備促進を継続しており、開発等

（昭和49年以降）で築造された帰属施設を含めると、総延長は306km（平成28年度末）

となっています。

　供用開始以来、生活環境の改善、公共水域の水質確保を目的に、積極的に整備を進

区域を統合し、拡張変更の事業認可を取得したことにより一本化しました。

供用を開始、旧石部町では昭和60年度に事業着手し、平成４年度に供用を開始しまし

めてきた結果、平成28年度末には普及率が97.3％（滋賀県平均値89.3%、全国平均値

　湖南市の下水道事業の前身は、旧甲西町で昭和54年度に事業着手し、昭和63年度に

78.3%）に達しています。
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①汚水管渠 L=３０６.４ｋｍ（内幹線３５ｋｍ）

②マンホール・蓋 N=１０,７９７箇所

③取付管・公共汚水ます N=１８,０００箇所

④マンホールポンプ N=４５箇所

⑤汚水中継ポンプ場 N=２箇所

⑥雨水管渠 L=２.４ｋｍ

長寿命化計画策定
（甲西北・菩提寺汚水中継ポンプ場、甲西北７号汚水幹線）

 平成23年３月

　更に、こうした中、全国各地において、下水道施設の老朽化を原因とした道路陥没

により、施設の安全性や良好な施設状態を維持しつつ、施設全体のライフサイクルコ

ストの低減、事業費の削減や平準化を図ることができます。

◆下水道ストックマネジメントの効果について

　図－１の実施フローに基づき、優先順位を定めた効果的な点検調査を実施すること

握するための計画的な点検・調査の実施は、下水道ストックマネジメント基本計画の

きた今、修繕・改築にも注力する転換期にあります。現有施設の劣化状況を正確に把

中でも重要な位置付けとなっているところです。

事故が多発していることを背景に、実質的な改正としては、約10年ぶりとなる平成27

　改正下水道法において、新たに下水道施設の点検が義務付けられたことを受け、本

市でも施設の健全度を把握することが急務となっています。

年度に、下水道施設の予防保全を中心とした戦略的維持管理・更新を目的として下水

 平成30年３月

◆対象施設（平成28年度末時点）

ストックマネジメント基本計画策定

下水道事業経営戦略策定

地方公営企業法適用

下水道台帳システム導入

計画名 期間・時期

 平成12年度～

 平成28年４月

 平成29年３月

《関連計画等の状況》

道法が改正されました。

　整備促進を優先してきた、これまでの下水道事業は、市街地の整備が終盤を迎えて

施設の点検・調査の実施  平成31年度～
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②リスク評価【第1章 3節、第2章 第1節、第3章 第1節】

・リスクの特定
・被害規模（影響度）の検討
・発生確率の検討
・リスク評価

③施設管理の目標設定【第1章 第4節】 ④長期的な改築事業のシナリオ設定

・事業の目標（アウトカム）の設定 ・管理方法の選定
・事業量の目標（アウトプット）の設定 ・改築条件の設定

・最適な改築シナリオの選定

⑤点検・調査計画【Plan】の策定 ⑦修繕・改築計画〔Plan〕の策定

1) 基本方針の策定 1) 基本方針の策定
・頻度 ・診断
・優先順位 ・対策の必要性
・単位 ・修繕・改築の優先順位
・項目

2) 実施計画の策定 2) 実施計画の策定
・対象施設・実施時期 ・対策範囲
・点検・調査の方法 ・長寿命化対策検討対象施設
・概算費用 ・改築方法

・実施時期・概算費用

⑥点検・調査の実施〔Do〕 ⑧修繕・改築の実施〔Do〕

・点検・調査の実施 ・修繕・改築の実施
・点検・調査情報の蓄積 ・修繕・改築情報の蓄積・活用

⑨評価〔Check〕と見直し〔Action〕【第2章 第7節、第3章 第7節】

・健全度・緊急度、対策実施率、状態把握率等の目標との乖離チェック
・定期的な見直しによる精度向上

（アカウンタビリティ）の向上

住民及び関係機関等への説明【第1章 第7節】

【赤枠：業務範囲】

国土交通省［下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン］

【第2章 第6節、第3章 第6節】

（図－１）

ストックマネジメントの実施フロー

①施設情報の収集・整理（現状の把握）【第1章 第2節】

（施設情報システムの構築・活用     【第1章 第6節】)

【第1章 第5節】

【第2章 第3節、第3章 第3節】 【第2章 第5節、第3章 第5節】

【第2章 第4節、第3章 第4節】

目標

達成

目標

達成
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改築の判断基準
（Ｐ９～参照）

備　考

点検・調査頻度 改築の判断基準 備　考

　機能発揮上、重要な施設であり、調査により劣化状況の把握が可能である施設を

　対象とする。

◆下水道ストックマネジメント実施の基本方針（管理方法及び改築判断）

　機能発揮上、重要な施設であるが、劣化状況の把握が困難である施設を対象とす

施設名 点検・調査頻度

　　※状態監視保全とは、『施設・設備の劣化状況や動作状況の確認を行い、その状態に応じ
　　　て対策を行う管理方法』をいう。

 目標耐用年数を
 経過した時

－

 ４回/１年の頻度で点検を実施
・健全度判定基準
  により改築を検
　討

施設名

 日常点検・定期点検
 中継ポンプ場
 （電気施設）

　る。

　　※時間計画保全とは、『施設・設備の特性に応じて予め定めた周期（目標耐用年数等）に
　　　より対策を行う管理方法』をいう。

 １回/５年の頻度で点検を実施

 調査は１回/10年の頻度で実施

 １回/25年の頻度で点検を実施

 点検で異常を確認した場合に
 調査を実施

 点検で異常を確認した場合に
 調査を実施

 汚水管渠・
 マンホール本体
 ・蓋

 汚水管渠・
 マンホール本体
 ・蓋

 一般環境下におけ
 る幹線・枝線管渠

・緊急度及び健全
　度判定基準によ
　り改築を検討

・緊急度及び健全
　度判定基準によ
　り改築を検討

 幹線・枝線管渠の
 うち腐食のおそれ
 の大きい箇所

・健全度判定基準
  により改築を検
　討

－

 マンホール
　　　ポンプ

 中継ポンプ場
　 （機械施設）

 日常点検、定期点検

時間計画保全

状態監視保全

時間計画保全

状態監視保全

時間計画保全

状態監視保全

時間計画保全

状態監視保全
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基本方針に基づき、各施設の管理区分を以下のとおり設定する。

建築施設  一式

電気施設  一式

機械施設  一式

一式

一式

２７５.６km 

一式

雨水管渠

－ － 

１０,２４４基 － － 

マンホール蓋

マンホールポンプ

土木施設

建築施設

電気施設

機械施設

一式

－ － ２.４km 

土木施設  一式

４５箇所 － － 

時間計画保全

－ 

－ 

◆施設の管理区分の設定

　　※事後保全とは、『施設・設備の異常の兆候（機能低下等）や故障の発生後に対策を行う
　　　管理方法』をいう。

－ ３０.８km 

－ ５５３基 

５５３枚 

－ 

 取付管・汚水桝

－ 

　機能発揮上、影響が小さい等、重要度が低い施設を対象とする。

汚水管渠

事後保全
状態監視保全

改築を要した時

施　設　名

○一般環境（管渠、マンホール本体・蓋は処理分区単位で計画）

○腐食環境（①圧送管吐出先、②伏越下流部、③ヒューム管、④圧送管）

マンホール本体

施　設　名

時間計画保全

予防保全

改築の判断基準 備　考

中継ポンプ場　２箇所

－ 

－ １８,０００箇所 － 

１０,２４４枚 

－

汚水管渠

 雨水管渠 －

（土木・建築施設）

マンホール本体

マンホール蓋

 中継ポンプ場

－ 

－

取付管・汚水ます

予防保全
事後保全

状態監視保全

施設名 点検・調査頻度

事 後 保 全事 後 保 全事 後 保 全事 後 保 全
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２）計画による長期的な縮減額

目標耐用年数で改築

コスト縮減額

管路施設 ポンプ場施設 計 年当たり事業費

（単位：億円）

項　　目

450.6 40.3

１５年

５０年 ７５年 標準耐用年数×１.５

マンホール蓋

管路

７５年

490.9 5.0

◆ストックマネジメントの導入によるコスト縮減効果

施設名称 標準耐用年数

１）目標耐用年数の設定

　　　評価期間100年間の試算において、標準耐用年数で全てを改築した単純シナリ

　　オの場合と、施設管理区分設定による前述の目標耐用年数で改築を実施した場合

機械電気施設

目標耐用年数

３０年

75.1 532.3 5.0

907.8 115.4 1,023.2 10.0

備　　考

※下水道施設のストックマネジメント手法に関する手引き（案）を参考に設定

【改築総額（評価期間１００年間）】

２３年 標準耐用年数×１.５

土木・建築 ５０年 標準耐用年数×１.５

　　とを比較して縮減額を算出した結果、１年間で約５億円の縮減が図れます。

標準耐用年数で改築

457.2

１５年 標準耐用年数×２.０

全体

－ 標準 耐用年数で改築 －

－ 目標 耐用年数で改築 －
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菩提寺第三 (1767箇所　46.8㎞) 甲西南第五 ( 185箇所　 4.6㎞)

甲西北第三 ( 384箇所   9.3㎞) 甲西南第六 ( 638箇所  19.6㎞)

石部東第一 (1555箇所　41.2㎞) 菩提寺第一 ( 134箇所   3.5㎞)

石部東第二 ( 109箇所　 3.7㎞) 菩提寺第二 ( 222箇所   6.3㎞)

甲西南第四 ( 145箇所   3.9㎞) 甲西南第三 ( 155箇所 　4.4㎞)

甲西北第四 ( 102箇所   2.5㎞) 甲西南第一 (1195箇所　28.3㎞)

甲西南第七 (  98箇所　 2.8㎞) 石部北第一 (  34箇所 　1.3㎞)

甲西南第二 (  86箇所   2.4㎞) 菩提寺第1-1 (  32箇所   0.9㎞)

甲西北第二 (2551箇所　70.8㎞) 石部北第三 (   4箇所　 0.1㎞)

甲西南第八 ( 297箇所 　8.4㎞) 甲西北第一 ( 　　  － 　　  )

石部西 ( 551箇所　14.8㎞) 石部北第二 ( 　　  － 　　  )

一般環境・合計   (10,244箇所  275.6㎞)

④

⑭

実施年度

平成32年度

内　　　容 費用/年

15,000千円

順位

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

《点検・調査の５箇年実施スケジュール》

◆点検・調査の実施について

①

②

③

基づき、各処理分区単位で順次実施する。

処理分区名  人孔数　管路延長 順位 処理分区名  人孔数　管路延長

平成31年度  腐食環境の施設点検［法令］、腐食環境の幹線(1/5年)調査 15,000千円

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

平成33年度

 腐食環境の幹線(2/5年)調査、一般環境(1/25年)の点検

15,000千円

平成34年度

 腐食環境の幹線(3/5年)調査、一般環境(2/25年)の点検

15,000千円

平成35年度  腐食環境の幹線(5/5年)調査、一般環境(4/25年)の点検 15,000千円

 腐食環境の幹線(4/5年)調査、一般環境(3/25年)の点検

　改正下水道法で義務付けられた腐食環境下にある施設の点検については、平成31年

度の単年度で実施し、併せて５箇年かけて本管カメラ調査を実施する。

　一般環境下における点検調査（１回／25年）は、リスク評価で決定した優先順位に

7



上を図っていきます。

していくと共に、施設情報を蓄積し共有することで、ストックマネジメントの精度向

に対し、古い施設で40年余り経過している状況となっており、公共下水道事業で整備

　本基本計画に位置付けた点検調査業務は、国庫交付金の対象となり、平成31年度か

で、実現性のある長期的な改築事業のシナリオを再度設定し、修繕・改築計画に反映

◆フォローアップ

道へ切り替わった地域が多くあり、こうした地域の下水道施設は、標準耐用年数50年

ら本格的に実施します。更に、点検・調査結果を解析し、適宜、リスク評価すること

　湖南市では、開発等でコミュニティ・プラントとして築造され、その後、公共下水

　また、これらの計画はのＰＤＣＡサイクル（図－１）により適宜ブラッシュアップ

したものでも38年が経過しています。

するよう取り組みます。
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【緊急度・健全度の判定基準】

Ⅲ

－

判定内容

－ ランクＣもない場合

簡易な対応によ
り必要な措置を
５年以上に延長
できる。

３つの診断項目（管の腐食、上下方向のたるみ、不
良発生確率に基づくランク）におけるスパン全体の
ランクで、ランクＢが1項目もしくはランクＣのみ
の場合

劣化なし

３つの診断項目（管の腐食、上下方向のたるみ、不
良発生確率に基づくランク）におけるスパン全体の
ランクで、ランクＡが２項目以上ある場合

Ⅰ

Ⅱ 中度

簡易な対応によ
り必要な措置を
５年未満まで延
長できる。

３つの診断項目（管の腐食、上下方向のたるみ、不
良発生確率に基づくランク）におけるスパン全体の
ランクで、ランクＡが１項目もしくはランクＢが２
項目以上ある場合

(公社)日本下水道協会［下水道維持管理指針-実務編-2014年版］

(公社)日本下水道協会［下水道維持管理指針-実務編］

軽度

区分 対応の基準

マンホール本体の健全度判定基準

管渠の緊急度の判定基準

速やかに措置が
必要な場合

重度

緊急度

必ずしも直ぐにではな
いが、対応が必要

簡易な対応により必要
な措置を５年以上に延
伸できる

特に措置は不要
（維持）

措置方法

劣化が進行している
が、機能は確保して
いる状態

６つの診断項目に、Ａランクがな
く、かつ、Ｂランクが１箇所以上
観察される場合

状態 判断基準（案）

早急な対応が必要

使用できない状態 緊急な対応が必要

　注）診断項目は、斜壁、直壁を対象に、「腐食」、「破損」、「クラック」、「隙間・ズレ」、

－
(下水道が使用困難となった被害)

　　 「木根浸入」、「浸入水」の６項目を対象とする。

健全度
ランク

健全度Ⅰ

健全度Ⅱ

健全度Ⅲ

(劣化なし)

健全度Ⅳ

健全度Ⅴ

性能上問題はない
が、劣化の兆候が現
れ始めた状態

６つの診断項目に、Ａランク及び
Ｂランクがなく、かつ、Ｃランク
が１箇所以上観察される場合

設置当初の状態で機
能上問題なし

６つの診断項目の異常は観察され
ない場合

機能しているが、劣
化の進行度合いが大
きい状態

６つの診断項目に、Ａランクが１
箇所以上観察される場合

改築を検討する

ランクを示す
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国土交通省［下水道事業のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施に関するガイドライン］

設備単位及び主要部品単位の健全度の判定基準

－ 設備単位の健全度判定基準 －

健全度 運転状態 措置は不要

設置当初の状態で、運転上問題ない 措置は不要

設備として安定運転ができ、機能上問題がな
いが、劣化の兆候が現れ始めた状態

措置は不要
消耗部品交換等

設備として劣化が進行しているが、機能は確
保できる状態
機能回復が可能

長寿命化対策や修繕によ
り機能回復する

設備として機能が発揮できない状態、また
は、いつ機能停止してもおかしくない状態等
機能回復が困難

精密調査や設備の更新
等、大きな措置が必要

動かない
機能停止

ただちに設備更新が必要1

(公社)日本下水道協会［点検・調査マニュアル(案)］

マンホールふたの健全度評価基準

5

4

3

2

 経過観察（維持管理
 継続）

 必ずしも直ぐではないが、計画的に対応
 が必要

 ふた裏面の錆出し表
 示が見えないほどの
 発錆あり

耐荷重性能

②発錆（腐食）
 ふた裏面の錆出し表示は
 見えるが少量の発錆あり

 措置は不要

 ふたと受枠間の段差
 ≧２cm

 ふたと受枠間の段差
 ＜２cm

⑤表面摩耗

 車道
 ふた表面の残像模様
 高さ≦２mm

 ふた表面の残像模様
 高さ２～３mm

 ふた表面の残像模様高さ
 ＞３mm

 歩道
 ふた表面の残像模様
 高さ≦２mm

 ふた表面の残像模様高さ
 ＞３mm

状　　　態
 性能が発揮できてい
 ない、あるいは性能
 が停止している状態

 性能劣化が進行しているが、性能は保持
 できている状態

 設置当初の状態で、性能
 上問題なし

 問題ない水準

 評価項目

 がたつきなし

Ｅランク 備　考

がたつき
防止性能

①ふた及び受枠の
  破損・　クラック

 ふた及び受枠に破損
 ・クラックがある

 破損・クラックなし

性能劣化項目

(構造的障害) ④ふた・受枠間の
　　　　　　 段差

Ｄランク

 危険度が小であるが
 経過観察が必要な水
 準

Ａランク Ｂランク
調査判定基準

③がたつき  ガタガタ音がする

 判定基準
 危険度が非常に大き
 く、緊急に措置が必
 要な水準

 危険度が大きく、早
 期に措置が必要な水
 準

 危険度が中程度で、
 計画的な対応措置が
 必要な水準

Ｃランク

措　　　　　置
 早急な対応が必要
（場合によっては緊
 急な対応が必要）

スリップ
防止性能

健全度ランク（案）
健全度１

（Ａランク相当）
健全度２

（Ｂ・Ｃランク相当）
健全度４

（Ｅランク相当）

 ふた表面の残像模様
 高さ２～３mm

健全度３
（Ｄランク相当）

 性能上問題ないが、
 劣化の兆候が現れ始
 めた状態
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健全度 運転状態 措置は不要

1
著しい劣化
設備の機能停止

ただちに交換が必要

部品として設置当初の状態で、運転上問題な
い

措置は不要

部品として劣化が進行しているが、部品の機
能は確保できる状態
機能回復が可能

4

3

2

修繕により機能回復する

－主要部品単位の健全度判定基準 －

部品の機能上問題がないが、劣化の兆候が現
れ始めた状態

措置は不要
要観察

国土交通省［下水道事業のｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施に関するガイドライン］

部品として機能が発揮できない状態で、設備
としての機能への影響がでている、または、
いつ機能停止してもおかしくない状態等
機能回復が困難

交換が必要

5
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